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答 申

諮問第１０号

第１ 審議会の結論

和歌山県知事（以下「実施機関」という。）は、異議申立人に

対し平成２４年１月１０日付け海建総第３６３号で行った保有個

人情報非開示決定（以下「本件処分」という。）を取り消し、異

議申立人の求める保有個人情報を再度特定すべきである。

ただし、開示請求に係る保有個人情報の特定にあたっては、保

有個人情報開示請求書の「偽造している」の記載により対象とな

る保有個人情報を限定することなく、当該記載がないものとして

解釈し特定を行いその旨決定通知書に明記すべきである。

第２ 異議申立てに至る経過

１ 開示請求

異議申立人は、和歌山県個人情報保護条例（平成１４年和歌山

県条例第６６号。以下「条例」という。）第１６条第１項の規定

に基づき、実施機関に対し、平成２３年１２月２６日付けで別紙

保有個人情報開示請求書の開示請求に係る保有個人情報を特定す

るに足りる事項欄に記載の内容について開示請求（以下「本件開

示請求」という。）を行った。

２ 非開示決定

実施機関は、本件開示請求に係る保有個人情報を「作成又は取

得していないため」との理由で、本件処分を行った。

３ 異議申立て

異議申立人は、平成２４年３月１６日付けで行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき、本件処分を不

服として、実施機関に異議申立てを行った。

第３ 異議申立ての内容要旨

１ 異議申立ての趣旨
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異議申立ての趣旨は、本件処分を取り消し、全てを開示するこ

とを求めるというものである。

２ 異議申立ての理由等

異議申立人が異議申立書並びに審議会における意見及び説明の

陳述によって本件処分に関して主張する内容を要約すると、おお

むね以下のとおりである。

(1) 平成２１年１２月４日付け監察査察監から「不正行為等通報

に係る回答について」で和歌山市上三毛東山田地内の公図訂正

について、適正に行われている旨の回答があったが、「適正に

行われています。」とは言えず虚偽記載である。また、平成２

２年４月５日付け「２１監察第７１号『請願書に対する回答に

ついて』で和歌山市上三毛字東山田地内の公図訂正については、

適正に行われています」と回答しているが、監察査察監に対し

て、当審議会の場で質問を行いたい。

(2) 実施機関が公図訂正に利用した○○○○○○○○○○○○○

○○○○○事件判決書は謄本ではない。申請者（異議申立人の

実父）の住所が○○○○○○○○○○○○○である弁護士の実

妹嫁ぎ先の住所となっている。偽造された判決書を利用し、添

付しているのは適正でない。

(3) 公図訂正に際し、公図訂正の根拠となる証拠を行政が添付す

る場合、もしその証拠が偽造された文書であったとすれば公図

訂正は適正とは言えず、公図訂正が適正であったというのであ

れば、謄本を添付して公図訂正を行うべきである。本来謄本が

添付されるべきところに謄本でないものが添付されていればそ

れは偽造である。

なお、異議申立人は、異議申立書の中で、「（本件開示請求）

のように『適正な判決書』の開示請求に対し『作成又は取得し

ていないため』として非開示としている。であるから和歌山市

上三毛字東山田地内の公図訂正については、『適正に行われて

います』とは言えず虚偽である。」とも述べている。
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第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が本件処分にかかる決定通知書及び理由説明書並びに

当審議会における意見及び説明の陳述によって主張する内容を要

約すると、おおむね以下のとおりである。

１ 本件処分について

本件開示請求は、「和歌山市上三毛字東山田公図訂正一件（１

／２・２／２）」と書かれた海草振興局建設部管理課が保管して

いるファイル（以下「１／２・２／２ファイル」という。）に編

さんされている裁判記録（○○○○○○○○○○○○○事件判決

書）に関するものである。

異議申立人は、１／２・２／２ファイルに、偽造された判決書

が添付されていると主張しているが、実施機関としては、１／２

・２／２ファイルにつづられているのは当該裁判記録の写しであ

り、偽造されたとの認識を持っていない。そのため、作成取得し

ていないとして非開示決定を行った。

２ 対象となる情報について

実施機関では、法務局及び和歌山地方財務事務所において、本

件開示請求に係る平成１３年公図訂正申請関係書類をそれぞれ見

分し、当該裁判記録が添付されていることを確認している。

当該公図訂正作業は、県が和歌山県公共嘱託登記土地調査士協

会に業務委託したもので、法務局及び和歌山地方財務事務所にあ

る本件開示請求に係る平成１３年公図訂正申請関係書類に添付さ

れている裁判記録は、業務を行った土地家屋調査士が入手したも

のである。

１／２・２／２ファイルにつづられている裁判記録の写しには

異議申立人の自筆のメモ書きがあることから、異議申立人が法務

局又は和歌山地方財務事務所で入手したものを実施機関に持ち込

んだものであると認識している。

第５ 審議会の判断

当審議会は、本件処分の当否につき審査した結果、次のとおり
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判断する。

１ 対象となる保有個人情報について

(1) 別紙から、異議申立人は、「この判決書」を保有個人情報と

して求めており、「この判決書」は、○○○○○○○○○○○

○○事件（以下「当該仮処分事件」という。）に関するもので

あること及び異議申立人が相続した裁判記録であることが認め

られる。

実施機関が保有する１／２・２／２ファイルにつづられてい

る当該仮処分事件に関する裁判記録を当審議会が見分したとこ

ろ、当該仮処分事件の申請人は、異議申立人の被相続人である

ことが、当審議会諮問第１１号答申中、「第５ 審議会の判断」

から確認することができる。このことから、本件開示請求の対

象となる個人情報は、異議申立人に係る個人情報と認めること

ができる。

なお、当該文書は当該仮処分事件の判決書の謄本であるか否

かは明らかではないが、複写されたものであることは認められ

た。

(2) 異議申立人は、１／２・２／２ファイルの内の当該仮処分事

件の判決書について、偽造されている旨の見解を述べているこ

とが別紙から認められる。

また、異議申立人は、異議申立書で、実施機関が公図訂正に

利用した当該仮処分事件の判決書は、当該仮処分事件の申請者

の住所が異なることから、謄本ではなく偽造されている旨の見

解を示す一方、他方では本件開示請求は「適正な判決書」を求

めるものである旨の見解も示している。

いずれにしても、異議申立人が本件開示請求で求める保有個

人情報については、「判決書は偽造されている」や「適正な判

決書」という異議申立人の評価を伴う見解に基づく表現が用い

られていることが認められる。

(3) ところで、実施機関は、１／２・２／２ファイルにつづられ

ているのは当該仮処分事件の裁判記録の写しであること、また、
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当該裁判記録の写しには異議申立人の自筆のメモ書きがあるこ

とから異議申立人が持ち込んだものであるとし、偽造されたも

のとの認識を持っていない旨主張しており、請求対象となる情

報の評価に関しては、異議申立人の見解と必ずしも一致するも

のではない。

(4) このような場合、条例が、県の実施機関が保有する個人情報

の開示を求める個人の権利を明らかにしている趣旨から、この

情報開示制度の基本姿勢に基づき、開示請求に係る情報を限定

的にとらえるのではなく、可能な限り多くの情報を開示するこ

とが適当であると考える。

２ 本件処分について

実施機関は、本件開示請求の対象を、「海草振興局建設部管理

課が保管している１／２・２／２ファイルに添付されている、偽

造された裁判記録（○○○○○○○○○○○○○○事件判決書）」

に限定している。

しかし、これは適切な保有個人情報の特定とは認められず、実

施機関は、開示対象とする情報を、実施機関が保有する公文書に

記録されている情報の中から再度特定をすべきである。

ただし、本件開示請求に係る保有個人情報開示請求書に記載さ

れている、「偽造している」という異議申立人の評価を伴う見解

に基づく表現に対応する形で、実施機関が評価を伴う見解を示し、

対象となる保有個人情報を限定するのではなく、異議申立人の評

価を伴う見解に基づく表現の記載がないものとして解釈し特定を

行う旨決定通知書に明記すべきである。

３ 結論

以上の理由により、当審議会は、冒頭「第１ 審議会の結論」

のとおり判断する。

なお、開示請求書の作成に際して、実施機関には、開示請求者

に対し、対象となる自己情報が記録されている公文書について、

その有無を含めた丁寧な説明を行うなど適切な対応が求められ

る。同時に、開示請求者においても、真に欲する自己情報が何で
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あるかを明快に実施機関に伝えることが期待される。

第６ 答申に至る経過

年 月 日 審査の経過

平成24年4 月23日 ○諮問（実施機関）

平成24年5月31日 ○実施機関からの理由説明書を受理

平成25年 4月26日 ○審議

平成25年 6月14日 ○審議

平成25年 7月25日 ○審議

平成25年 8月29日 ○実施機関からの説明及び意見の聴取

平成25年9月10日 ○審議

平成25年12月17日 ○異議申立人からの説明及び意見の聴取

平成26年 1月31日 ○審議

平成26年 3月27日 ○審議

平成26年 4月18日 ○審議

平成26年5月16日 ○審議

平成26年6月13日 ○審議
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別紙

保有個人情報開示請求書の開示請求に係る保有個人情報を特定す

るに足りる事項欄に記載された内容

海建総第３４３号期限特例適用通知書中和歌山市上三毛字東山田公

図訂正一件（１／２・２／２）と書かれた管理課（海建）が保管し

ているファイルの内、○○○・○○○○２人の承諾書がもらえなか

った理由を記載した理由書中、○○○氏が承諾書がもらえなかった

理由として、『○○○氏は○○○番及び○○○番の前には里道は無

く、○○○番○・○○○番○の間に里道があるとの事で裁判になり

ましたが○○氏の主張が通らず添付の書類の判決となりました』と

判決書（○○○○○○○○○○○○○事件）を添付していた。これ

は○○○○の相続した裁判の記録で偽造している。この判決書。


